
岸和田市

102.5 

豊中市

93.5 

池田市

91.1 

吹田市

95.0 

泉大津市

94.3 

高槻市

94.8 

貝塚市

99.4 

守口市

100.5 

枚方市

94.5 

茨木市

93.8 

八尾市

100.8 

泉佐野市

109.6 

富田林市

96.4 

寝屋川市

93.6 

河内長野市

99.0 

松原市

103.5 

大東市

98.8 

和泉市

97.2 

箕面市

94.1 

柏原市

96.3 

羽曳野市

102.7 

門真市

101.7 

摂津市

100.4 

高石市

100.6 

藤井寺市

103.2 

東大阪市

95.0 

泉南市

102.1 

四條畷市

94.0 

交野市

94.6 

大阪狭山市

95.1 

阪南市

102.3 

島本町

88.1 

豊能町

98.5 

能勢町

98.4 

忠岡町

109.4 

熊取町

95.8 

田尻町

70.6 

岬町

96.2 

太子町

95.6 

河南町

92.4 

千早赤阪村

85.0 

資料①－１

経常収支比率とは、経常的な一般財源（毎年入ってくるお金のうち、市町村が自由に使えるお金のことで、市町村

税や普通交付税などがある。）のうち何パーセントが、経常的な歳出（毎年必ず支払っているお金のことで、職員給

与や社会福祉のための費用、地方債（市町村の借金）の返済などがある。）に使われているかを示したものです。
この比率は市町村の財政構造の弾力性を表しており、経常的な一般財源から、必要経費である経常的な歳出を
差し引いた余りが多いほど比率が低くなり、その余ったお金を市町村の裁量で使うことができます。

逆に余りが少なくなると比率が高くなり、市町村の裁量で使うことができるお金が少なくなるため、財政調整基金

（市町村の貯金）を取り崩したり、地方債を借りるなど、他の収入に頼る必要性が増します。

平成２９年度大阪府内各市町村の経常収支比率の状況

100.0％以上

95.0～100.0％未満

90.0～95.0％未満

85.0～90.0％未満

85.0％未満

大阪市

98.3

堺市

97.7


